
 
 

 

 

 

 
 
 

愛媛県消費者基本計画 体系図 
 

（目標）       （基本方針）            （施策の方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推進体制・進行管理】 

    ・「オール愛媛」として多様な主体（消費者、事業者、行政、NPO、各種団体等）との連携 

    ・「チーム愛媛」として市町との連携、協働 

    ・施策全体の実施状況の管理と諸情勢の変化等に対応した計画及び施策見直しの実施 

 ・愛媛県消費生活審議会への施策目標達成状況の報告及び県民への情報公開 

 

 

１．安全・安心な消費生活の確保 

２．消費者教育の推進と新たな課題へ

の対応 

３．消費者被害の未然防止と解決 

４．持続可能な社会の実現に向けた消

費者の取組の推進 

(1)商品・サービスの安全の確保 

(2)消費者教育の担い手の確保と配置 

(1)ライフステージや場の特性に応じた 

消費者教育の実施 

(3)新しい取引形態・デジタル化への対応 

(2)適正な消費者取引・商品選択の機会の

確保 

(1)おもいやり消費（エシカル消費）の推進 

(2)食品ロス、プラごみ削減などの環境に

配慮した取組の推進 

(2)高齢者等への見守り体制の構築・強化 

(1)消費生活相談体制の充実・強化 

(3)様々な消費者被害の解決と救済 
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～～施施策策のの方方向向とと具具体体的的施施策策～～  

基本方針 施策の方向 具体的施策 

１． 

安全・安

心な消費

生活の確

保 

(1)商品・サービスの安

全の確保 

○安全三法（家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104号）、消費生活

用製品安全法（昭和48年法律第31号）及び電気用品安全法（昭和36

年法律第234号））等の法に基づく、販売事業者への立入検査・指導

の実施 

○食品等の規格基準の検査や残留基準が設定された農産物等の検査の

実施 

○食品営業施設に対する監視指導や食品の収去 

○HACCPの概念に基づく自主衛生管理の推進 

○リコール情報・重大事故情報の収集、迅速な情報提供・発信 

(2)適正な消費者取引・

商品選択の機会の確

保 

○特定商取引法や景品表示法等の法令に基づく、事業者への指導・処

分の実施 

○表示の適正化に関する事業者向け研修会や、事業者と消費者が一体

となって意見交換会等を行う講演会等の実施 

○えひめ食の安全・安心情報ホームページ等による、食の安全・安心

に関する情報提供 

２． 

消費者教

育の推進

と新たな

課題への

対応 

(1)ライフステージや場

の特性に応じた消費

者教育の実施 

○学校や地域における消費者支援講座の実施推進 

○教育委員会・学校と連携し、保護者に対する正しい知識・消費者教

育実施の機会を確保 

○成年年齢直前・直後の年齢層への重点的な啓発等の実施 

○大学と連携した「消費生活講座」の実施 

○消費者教育推進に関する啓発事業の実施 

○事業者に対する職場における消費者教育の重要性の周知 

○商工会議所等の経済団体や事業者団体と連携した職場における出前

講座の実施 

○年齢層等を考慮した効果的な情報提供・啓発手法の検討と展開 

(2)消費者教育の担い手

の確保と配置 

○地域で消費者教育や啓発活動を行う消費者団体との連携及び団体の

活動支援 

○学校での出前授業の実施、センター職員や消費生活相談員の講師と

しての派遣 

○教員向けセミナーの実施、消費者教育のための資材や情報の提供 

○消費生活相談窓口の広域連携に向けた市町への支援 

○消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を活用した、地

域で見守り活動を担う人材への研修等の実施及び情報提供 

(3)新しい取引形態・デ

ジタル化への対応 

○新たな消費者トラブルの事例・対処法に関する情報発信・消費者へ

の啓発 

○消費生活相談員等を対象とした新しい取引形態やデジタル化に関す

るトラブルへの対処法の研修等の実施 

○デジタル技術を活用した情報発信や相談体制の検討 

○デジタル化に関する法整備の動向等に関する情報発信 



基本方針 施策の方向 具体的施策 

３． 

消費者被

害の未然

防止と解

決 

(1)消費生活相談体制の

充実・強化 

○県及び全市町における消費生活相談の実施 

○様々な啓発の機会を活用した消費生活センター等の相談窓口の周知 

○弁護士、司法書士による相談会の実施 

○消費生活相談員や職員の資質向上のための研修等の実施 

○消費生活相談員の人材確保、後継者不足の解消支援 

○市町消費生活センターや消費生活相談窓口の広域化に向けた支援 

○県消費生活センターによる市町相談窓口への情報提供及び支援 

○国が推進する消費生活相談のデジタル化への対応 

(2)高齢者等への見守り

体制の構築・強化 

○県消費者被害防止見守り推進ネットワークにおける関係機関の情報

共有と連携強化 

○市町消費者安全確保地域協議会の設置促進 

○市町消費者安全確保地域協議会構成員等の見守り関係者への研修会

の開催 

○市町消費者安全確保地域協議会の取組の充実支援 

○見守り関係者に対する、消費者トラブルや見守り活動に効果的な情

報の提供 

(3)様々な消費者被害の

解決と救済 

○弁護士、司法書士による専門相談の実施 

○多重債務者相談会の開催 

○多重債務者対策協議会の開催 

○適格消費者団体を含む消費者団体等との連携、活動活性化の推進 

○適格消費者団体及び消費者団体訴訟制度に関する周知・啓発 

４． 

持続可能

な社会の

実現に向

けた消費

者の取組

の推進 

(1)おもいやり消費（エ

シカル消費）の推進 

○おもいやり消費（エシカル消費）の普及啓発キャンペーン等の実施 

○学校・地域における「おもいやり消費（エシカル消費）」をテーマ

とした消費者出前講座の活用促進 

(2)食品ロス、プラごみ

削減などの環境に配

慮した取組の推進 

○おもいやり消費（エシカル消費）と連動した普及啓発等の実施 

○「愛媛県食品ロス削減計画」に基づく推進事業の実施 

○環境ビジネスの育成、環境保全活動に対する支援及び県民への周

知・普及活動 

○幼児、児童、生徒への環境教育の実施 

 


